
  

  

  

 

 

 
 
   

地域別最低賃金が改定されます 

令和 3年度地域別最低賃金額が改定されます。47都道府県で、28円～30円、32円の引上げ（引上げ

額が 28円は 40都道府県、29円は４県、30円は２県、32円は１県）、改定額の全国加重平均額は 930

円（昨年度 902円）でした。なお、関西各府県の金額及び適用日は下記の通りです。詳細及び下記府県

以外、産業別最低賃金については、各都道府県労働局ホームページをご参照ください。 
 

府県名 
地域別 

最低賃金額 
適用予定日 

大阪府 ９９２円（＋２８） １０月１日 

兵庫県 ９２８円（＋２８） １０月１日 

奈良県 ８６６円（＋２８） １０月１日 

京都府 ９３７円（＋２８） １０月１日 

滋賀県 ８９６円（＋２８） １０月１日 

和歌山県 ８５９円（＋２８） １０月１日 

 

令和 3年 8月 1日から雇用保険の基本手当日額等が変更されます 
 

雇用保険の失業給付（基本手当）額を算定するための基礎となる賃金日額等が、令和 3年 8月 1日か

ら変更されます。主な変更点は以下の通りです。 
 

年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額 

離職時の年齢 
賃金日額の上限額（円） 基本手当日額の上限額（円） 

変更前 変更後 変更前 変更後（前年度増減） 

29歳以下 13,690 13,520 6,845 6,760（-85） 

30～44歳 15,210 15,020 7,605 7,510（-95） 

45～59歳 16,740 16,530 8,370 8,265（-105） 

60～64歳 15,970 15,770 7,186 7,096（-90） 

【例】29歳で賃金日額が 17,000円の人は、上限額（13,520円）が適用されますので、令和 3年 

8月 1日以降分の基本手当日額（1日当たりの支給額）は、6,760円となります。 
 

賃金日額・基本手当日額の下限額 

年齢 
賃金日額の下限額（円） 基本手当日額の下限額（円） 

変更前 変更後 変更前 変更後（前年度増減） 

全年齢 2,574 2,577 2,059 2,061（+2） 

・基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく 2,061円になります。 

 
 
 

令和３年 8月 1日から雇用継続給付の支給限度額等が変更になります 
 

令和 3年 8月 1日から高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額等が変更に

なります。受給者への給付額が変わる場合がありますのでご注意下さい。 

 

Yodogawa Labor Management Society／Fax Information 

淀川労務協会ＦＡＸ通信 

〒532-0011 大阪市淀川区西中島３丁目８番２号ＫＧビル１０Ｆ 
TEL (06)6838-1711 FAX (06)6838-1789 
Email info@yodogawaroukyou.gr.jp 
URL   http://www.yodogawaroukyou.gr.jp        

Monthly Hot News 



① 高年齢雇用継続給付（令和 3年 8月 1日以後の支給対象期間から変更） 

  ・支給限度額 ３６５，０５５円 → ３６０，５８４円 

  ・最低限度額   ２，０５９円 →   ２，０６１円 

  ・60歳到達時等の賃金月額 

   上限額 ４７９，１００円 → ４７３，１００円 

   下限額  ７７，２２０円 →  ７７，３１０円 

② 育児休業給付 

  ・支給限度額 上限額（支給率 67％） ３０５，７２１円 → ３０１，９０２円 

         上限額（支給率 50％） ２２８，１５０円 → ２２５，３００円 

③ 介護休業給付 

  ・支給限度額 上限額 ３３６，４７４円 → ３３２，２５３円 
 

令和３年 9 月 1 日から育児休業給付に関する被保険者期間の要件が一部 

変更されます～育児休業開始日が令和３年９月１日以降の方が対象です～ 
 

「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、9 月 1 日から一部変更となります。これにより、こ

れまで要件を満たさなかった場合でも、支給の対象となる可能性があります。特に、勤務開始後 1

年程度で産休に入った方などは対象となる可能性がありますので、一度ご確認ください。 
 

≪原則の育児休業給付の被保険者期間≫ 

現行 
 

育児休業開始日を起算点として、その日前 2 年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が 11 日以上(※1)

ある完全月が 12 か月以上あること。                              
 

                 追加 

改正後 
 

被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等(※2)を起算点として、

その日前 2 年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が 11 日以上(※1)ある完全月が 12 か月以上ある場合

には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。              
 

(※1)11 日以上の月が 12 か月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が 80 時間以上の月 

を 1 か月として算定します。 

(※2)産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、産前休業を開 

始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開

始した日」を起算点とします。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【休業開始時賃金月額証明書の記載の仕方】 

改正後の方法によって被保険者期間を確認する場合、休業開始時賃金月額証明書の④および⑦の

「休業等を開始した日」欄に産前休業開始日等を記載してください。それ以外の記載方法はこれまで

と同様です。 


